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Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成23年10月6日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について、関

係情報を新たな情報により訂正し、また記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれを訂正するため、

本訂正届出書を提出するものです。

Ⅱ【訂正の内容】

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

※下線部　　　　は訂正部分を示します。

第二部【ファンド情報】

（3）【ファンドの仕組み】

＜訂正前＞

③　委託者の概況

ａ．資本金（平成23年8月末日現在）

３億７千万円

ｂ．沿革

　　　平成11年11月　シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社設立

　　　平成11年12月　投資顧問業の登録　　　　　　　関東財務局長　第903号

　　　平成12年 5月　投資一任契約係る業務の認可　　金融再生委員会　第27号

　　　平成13年 4月　投資信託委託業認可　　　　　　内閣総理大臣　第5号

　　　平成19年 9月　金融商品取引業者登録　　　　　関東財務局長（金商）第341号

ｃ．大株主の状況（平成23年8月末日現在）

氏名または名称 住　　　　所 所有株数 比率

（株）シンプレクス・ファイナン

シャル・ホールディングス

東京都千代田区丸の内1丁目5番1号 7,400株100%

＜訂正後＞

③　委託者の概況

ａ．資本金（平成24年2月末日現在）

３億７千万円

ｂ．沿革

　　　平成11年11月　シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社設立

　　　平成11年12月　投資顧問業の登録　　　　　　　関東財務局長　第903号

　　　平成12年 5月　投資一任契約係る業務の認可　　金融再生委員会　第27号

　　　平成13年 4月　投資信託委託業認可　　　　　　内閣総理大臣　第5号

　　　平成19年 9月　金融商品取引業者登録　　　　　関東財務局長（金商）第341号

ｃ．大株主の状況（平成24年2月末日現在）

氏名または名称 住　　　　所 所有株数 比率

（株）シンプレクス・ファイナン

シャル・ホールディングス

東京都千代田区丸の内1丁目5番1号 7,400株100%

２【投資方針】

（３）【運用体制】

＜訂正前＞

＜略＞

ファンドの運用体制、規程等は平成23年8月末日現在のものであり、今後変更する場合がありま

す。

＜訂正後＞
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＜略＞

ファンドの運用体制、規程等は平成24年2月末日現在のものであり、今後変更する場合がありま

す。

（４）【分配方針】

＜訂正前＞

＜略＞

③　毎計算期末に信託財産から生じた下記a.に掲げる利益の合計額は、下記b.に掲げる損失を控除し、

繰越欠損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰り越します。

a. 有価証券売買益（評価益を含みます。）、先物取引等取引益（評価益を含みます。）、追加信託差

益金

b. 有価証券売買損（評価損を含みます。）、先物取引等取引損（評価損を含みます。）、追加信託差

損金

＜訂正後＞

＜略＞

③　毎計算期末に信託財産から生じた下記a.に掲げる利益の合計額は、下記b.に掲げる損失を控除し、

繰越欠損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰り越します。

a. 有価証券売買益（評価益を含みます。）、先物取引等取引益（評価益を含みます。）、追加信託差

益金

b. 有価証券売買損（評価損を含みます。）、先物取引等取引損（評価損を含みます。）、追加信託差

損金

＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金

額について示唆、保証するものではありません。

３【投資リスク】

＜訂正前＞

（１）当ファンドは、米国債等または国際機関の発行する債券等の公社債等や短期金融資産（以下「有価

証券等」）および商品等（対象指標に関連する商品投資等取引に係る権利をいい、原油先物取引を含

みます。）を投資対象としているため、これら投資対象の価格変動の影響により基準価額は変動しま

す。従いまして、投資元金を割り込むことがあり、元本が保証されているものではありません。また、金

融機関の預金あるいは保険特約ではないため、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象とはな

りません。銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。

また、投資信託は預貯金と異なります。

信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。

＜略＞

＜訂正後＞

（１）当ファンドは、米国債等または国際機関の発行する債券等の公社債等や短期金融資産（以下「有価

証券等」）および商品等（対象指標に関連する商品投資等取引に係る権利をいい、原油先物取引を含

みます。）を投資対象としているため、これら投資対象の価格変動の影響により基準価額は変動しま

す。従いまして、投資元金を割り込むことがあり、元本が保証されているものではありません。投資信託

は預貯金と異なります。また、金融機関の預金あるいは保険特約ではないため、預金保険機構、保険契約

者保護機構の保護の対象とはなりません。銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の

支払いの対象とはなりません。

信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。

＜略＞
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４【手数料等及び税金】

（５）【課税上の取扱い】

　以下の通り更新・訂正します。

＜個人受益者の場合＞

① 受益権の売却時

受益権を売却される場合には、「申告分離課税」の取扱いとなり、譲渡益に対して課税（下記の

表を参照）されます。なお、「源泉徴収あり」の特定口座については、源泉徴収が行なわれます

（原則として、確定申告不要）。ただし、平成25年12月31日までは、1年間の売却時の譲渡所得を含

む上場株式等の譲渡所得等の金額に対して軽減税率が適用されます。また、平成25年1月1日から平

成49年12月31日までは復興特別所得税が付加されます。

平成25年1月1日から

平成25年12月31日まで

10.147％

（所得税7％　復興特別所得税0.147％　地方税3%）

平成26年1月1日から

平成49年12月31日まで

20.315％

（所得税15％　復興特別所得税0.315％　地方税5%）

平成50年1月1日以降
20％

（所得税15％　地方税5%）

※差損（譲渡損）については、確定申告により、上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当等

（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益通算が可能です。

② 収益分配金の受取り時

分配金は配当所得として課税（下記の表を参照）されます。（原則として、確定申告不要。なお、

確定申告により、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択することも可能。）ただし、平成

25年12月31日までは、1年間に受け取る収益分配金を含む上場株式等の配当等（5％以上保有の大

口個人株主等が受け取る配当等は除きます。）の場合は、軽減税率による源泉徴収が行なわれま

す。（原則として、確定申告不要）また、平成25年1月1日から平成49年12月31日までは復興特別所

得税が付加されます。

平成25年1月1日から

平成25年12月31日まで

10.147％

（所得税7％　復興特別所得税0.147％　地方税3%）

平成26年1月1日から

平成49年12月31日まで

20.315％

（所得税15％　復興特別所得税0.315％　地方税5%）

平成50年1月1日以降
20％

（所得税15％　地方税5%）

③ 解約金の受取り時

解約時および償還時の差益（譲渡益）は譲渡所得として、差益（譲渡益）に対して課税（下記

の表を参照）されます。（申告分離課税の対象となり、確定申告が必要。）なお、「源泉徴収あり」

の特定口座については、源泉徴収が行なわれます（原則として、確定申告不要）。ただし、平成25年

12月31日までは、1年間の解約時および償還時の譲渡所得を含む上場株式等の譲渡所得等に対して

軽減税率が適用されます。また、平成25年1月1日から平成49年12月31日までは復興特別所得税が付

加されます。

平成25年1月1日から

平成25年12月31日まで

10.147％

（所得税7％　復興特別所得税0.147％　地方税3%）

平成26年1月1日から

平成49年12月31日まで

20.315％

（所得税15％　復興特別所得税0.315％　地方税5%）

平成50年1月1日以降
20％

（所得税15％　地方税5%）

※解約時および償還時の差損（譲渡損）については、確定申告により、上場株式等の譲渡益および

上場株式等の配当等（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益通算が可能です。ま

た、解約時および償還時の差益（譲渡益）については、上場株式等の譲渡損と損益通算が可能で
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す。

＜法人受益者の場合＞

① 受益権の売却時

通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と合算

して課税されます。

② 解約金の受取り時

源泉徴収は行われません。通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と解約価額との差額につ

いて、他の法人所得と合算して課税されます。

③ 収益分配金の受取り時

源泉徴収税率については、平成24年12月31日までは7％（所得税のみ）、平成25年1月1日から平成25

年12月31日までは7.147％（所得税のみ）、平成26年1月1日以降は15.315％（所得税のみ）となりま

す。

収益分配金は益金不算入の対象となりません。

※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。

※税金の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします。

EDINET提出書類

シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社(E14415)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

 5/51



５【運用状況】

※原届出書「第二部 ファンド情報　第１ ファンドの状況　５　運用状況」を以下のとおり更新・訂正します。

＜更新・訂正後＞

以下は平成24年2月末日現在の運用状況であります。

（1）【投資状況】

種類 国名 時価合計（円） 投資比率（％）

国債証券 米国 3,871,788,01956.54

コール・ローン等、その他資産（負債控除後） 2,975,842,78343.46

合計（純資産総額） 6,847,630,802100.00

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（2）【投資資産】

　①【投資有価証券の主要銘柄】

国名 種類 銘柄名
数量

（券面総額）

帳簿価額

単価（円）

帳簿価額

金額（円）

評価額

単価（円）

評価額

金額（円）

利率

（％）
償還期限

投資比率

（％）

米国 国債証券 UST-BILL36,000,0008,066.392,904,008,8298,066.232,903,841,0140 2012/6/742.4

米国 国債証券 UST-BILL6,000,0008,065.58483,967,9908,066.23483,973,5020 2012/6/77.1

米国 国債証券 UST-BILL6,000,0008,065.58483,971,7548,066.23483,973,5020 2012/6/77.1

　②【投資不動産物件】

　　該当なし

　③【その他投資資産の主要なもの】

種類 国名 資産名 売買
数量
（枚）

帳簿価額
（円）

時価（円）
投資比

率（％）

WTI原油 米国 WTI原油先物取引

2012年5月限

買建 8006,809,899,9616,906,208,000100.9

（3）【運用実績】

　①【純資産の推移】

平成24年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は

次の通りです。

計算期間・月末 純資産総額（円）
1口当たりの

純資産総額（円）

第１期 （平成22年1月15日）
分配付： 3,079,695,060分配付： 6,197

分配落： 3,079,695,060分配落： 6,197

第2期 （平成22年7月15日）
分配付： 4,765,030,846分配付： 5,312

分配落： 4,765,030,846分配落： 5,312

第3期 （平成23年1月15日）
分配付： 4,215,424,451分配付： 5,569

分配落： 4,215,424,451分配落： 5,569

第4期 （平成23年7月15日）
分配付： 3,929,508,635分配付： 5,191

分配落： 3,929,508,635分配落： 5,191

第5期 （平成24年1月15日）
分配付： 4,586,187,615分配付： 5,107

分配落： 4,586,187,615分配落： 5,107

平成23年 2 月末日 5,884,683,002 5,675

平成23年 3 月末日 6,296,710,737 6,072

平成23年 4 月末日 4,895,153,103 6,467

平成23年 5 月末日 4,255,891,995 5,622
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平成23年 6 月末日 3,974,982,774 5,251

平成23年 7 月末日 3,921,660,324 5,181

平成23年 8 月末日 4,809,539,005 4,611

平成23年 9 月末日 4,407,632,011 4,226

平成23年10月末日 4,363,722,969 4,859

平成23年11月末日 4,703,047,137 5,237

平成23年12月末日 4,666,517,333 5,197

平成24年 1 月末日 4,537,347,044 5,053

平成24年 2 月末日 6,847,630,802 5,735

　②【分配の推移】

計算期間 1口当たりの分配金

第1期

（平成22年1月15日）
0円

第2期

（平成22年7月15日）
0円

第3期

（平成23年1月15日）
0円

第4期

（平成23年7月15日）
0円

第5期

（平成24年1月15日）
0円

　③【収益率の推移】

計算期間 収益率

第1期

（自平成21年7月31日

至平成22年1月15日）

2.8％

第2期

（自平成22年1月16日

至平成22年7月15日）

△14.3％

第3期

（自平成22年7月16日

至平成23年1月15日）

4.8％

第4期

（自平成23年1月16日

至平成23年7月15日）

△6.8％

第5期

（自平成23年7月16日

至平成24年1月15日）

△1.6％

（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末の分配落基準価額（設定時は当初元本額）を控除し

た額を、前期末の分配落基準価額（同）で除して得た数に100を乗じて得た数です。

（4）【設定及び解約の実績】

期 設定口数 解約口数 発行済み口数

第１期 647,000 150,000 497,000

第2期 400,000 0 897,000

第3期 0 140,000 757,000

第4期 280,000 280,000 757,000

第5期 286,000 145,000 898,000
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（注１）第１期の設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
（注２）上記数字はすべて本邦内における設定および解約の実績です。

（参考情報）運用実績（2012年2月29日現在）
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第３【ファンドの経理状況】

※原届出書「第二部 ファンド情報　第３ ファンドの経理状況　1財務諸表」を以下のとおり更新・訂正します。以下は更新訂

正後の内容のみ記載しております。

＜更新・訂正後＞

1.　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令

第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府

令第133号）に基づいて作成しております。

　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

2.　当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。

3.　当ファンドは金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間（平成23年7月16日から

平成24年1月15日まで）の財務諸表について、あらた監査法人による監査を受けております。
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１【財務諸表】
　　　　　　　　　　　　　　　　　ＷＴＩ原油価格連動型上場投信

(1)【貸借対照表】
（単位：円）

第4期
（平成23年7月15日現在）

第5期
（平成24年1月15日現在）

資産の部

流動資産

預金 341,783,135 295,821,525

コール・ローン 23,345,288 24,906,593

国債証券 2,928,159,526 2,764,711,429

派生商品評価勘定 96,506,012 89,065,803

未収利息 31 102

前払金 322,322,755 1,154,609,639

その他未収収益 － 760,356

差入委託証拠金 240,236,080 278,331,788

流動資産合計 3,952,352,827 4,608,207,235

資産合計 3,952,352,827 4,608,207,235

負債の部

流動負債

未払受託者報酬 1,260,591 1,188,732

未払委託者報酬 20,169,448 19,019,556

その他未払費用 1,414,153 1,811,332

流動負債合計 22,844,192 22,019,620

負債合計 22,844,192 22,019,620

純資産の部

元本等

元本 ※1,※2
 4,563,196,000

※1,※2
 5,413,144,000

剰余金

期末剰余金又は期末欠損金（△） ※3
 △633,687,365

※3
 △826,956,385

（分配準備積立金） △75,060,555 △96,357,719

元本等合計 3,929,508,635 4,586,187,615

純資産合計 3,929,508,635 4,586,187,615

負債純資産合計 3,952,352,827 4,608,207,235
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（2）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）

第4期
（自　平成23年1月16日
　　至　平成23年7月15日）

第5期
（自　平成23年7月16日
　　至　平成24年1月15日）

営業収益

受取利息 52,761 84,969

有価証券売買等損益 2,446,212 397,917

派生商品取引等損益 204,695,682 249,158,034

為替差損益 △180,620,413 △136,099,807

その他収益 600,438 760,356

営業収益合計 27,174,680 114,301,469

営業費用

受託者報酬 1,260,591 1,188,732

委託者報酬 20,169,448 19,019,556

その他費用 1,580,457 1,934,201

営業費用合計 23,010,496 22,142,489

営業利益又は営業損失（△） 4,164,184 92,158,980

経常利益又は経常損失（△） 4,164,184 92,158,980

当期純利益又は当期純損失（△） 4,164,184 92,158,980

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）

－ －

期首剰余金又は期首欠損金（△） △347,771,549 △633,687,365

剰余金増加額又は欠損金減少額 － 186,615,000

当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額

－ 186,615,000

当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額

－ －

剰余金減少額又は欠損金増加額 290,080,000 472,043,000

当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額

113,120,000 －

当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額

176,960,000 472,043,000

分配金 ※1
 －

※1
 －

期末剰余金又は期末欠損金（△） △633,687,365 △826,956,385
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(3）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準

及び評価方法

国債証券

　個別法に基づき、原則として時価で評価して

おります。時価評価にあたっては、金融商品取

引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配

相場は使用しない）又は価格情報会社の提供

する価額等で評価しております。

2. デリバティブ取引等

の評価基準及び評価

方法

（1）商品先物取引

　個別法に基づき、原則として時価で評価して

おります。

（2）為替予約取引

　原則としてわが国における計算期間末日の対

顧客先物売買相場の仲値で評価しております。

3. その他財務諸表作成

のための基本となる

重要な事項

外貨建取引等の処理基準

外貨建取引については、「投資信託財産の計

算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)

第60条及び第61条にしたがって処理しており

ます。

　（貸借対照表に関する注記）

区分
第4期

（平成23年7月15日現在）
第5期

（平成24年1月15日現在）

※1　信託財産にかかる期首元本

額、期中追加設定元本額及

び期中解約元本額

期首元本額 4,563,196,000円期首元本額 4,563,196,000円

期中追加設定元本額 1,687,840,000円期中追加設定元本額 1,724,008,000円

期中解約元本額 1,687,840,000円期中解約元本額 874,060,000円

※2　計算期間末日における受益

権の総数
757,000口 898,000口

※3　元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下

回っており、その差額は633,687,365円で

あります。

貸借対照表上の純資産額が元本総額を下

回っており、その差額は826,956,385円で

あります。

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第4期
（自　平成23年1月16日

至　平成23年7月15日）

第5期
（自　平成23年7月16日

至　平成24年1月15日）

分配金の計算過程

Ａ　当ファンドの配当等収益額

Ｂ　分配準備積立金

Ｃ　配当等収益額合計（Ａ+Ｂ）

Ｄ　経費

Ｅ　収益分配可能額

Ｆ　収益分配金額

Ｇ　次期繰越金（分配準備積立金）

（Ｅ－Ｆ）

Ｈ　口数

Ｉ　分配金額（1口当たり）

653,199円

△52,703,258円

△52,050,059円

23,010,496円

△75,060,555円

0円

△75,060,555円

757,000口

0円

分配金の計算過程

Ａ　当ファンドの配当等収益額

Ｂ　分配準備積立金

Ｃ　配当等収益額合計（Ａ+Ｂ）

Ｄ　経費

Ｅ　収益分配可能額

Ｆ　収益分配金額

Ｇ　次期繰越金（分配準備積立金）（Ｅ

－Ｆ）

Ｈ　口数

Ｉ　分配金額（1口当たり）

845,325円

△75,060,555円

△74,215,230円

22,142,489円

△96,357,719円

0円

△96,357,719円

898,000口

0円

（金融商品に関する注記）

Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
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項　目
第4期

（自　平成23年1月16日
至　平成23年7月15日）

第5期
（自　平成23年7月16日
至　平成24年1月15日）

1.金融商品に対する取

組方針

当ファンドは、証券投資信託として、投資信

託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価

証券等の金融商品に対する投資として運用す

ることを目的としています。

同左

2.金融商品の内容及び

金融商品に係るリス

ク

当ファンドは米国政府または国際機関の発

行する有価証券を実質的な主要投資対象とし

ております。米国政府または国際機関の発行す

る有価証券の投資に係る価格変動リスク、為替

変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動

性リスク、金利変動リスク及びカントリーリス

クにさらされております。

当ファンドは、原油先物取引を活用しますの

で、原油先物価格の変動の影響を受けます。原

油先物の価格は、原油の生産・在庫・需要と

いった需給関係や天候、貿易動向、為替レート、

金利、各国の政治・経済状況など様々な要因の

影響を受けます。それらの要因等によって原油

先物の価格が大幅に下落した場合、投資成果に

重大な損失が生じることとなります。

　当ファンドは、外貨の決済のために為替予約

取引を利用しております。当該デリバティブ取

引は、ごく短期間で実際に外貨の受渡しを伴う

ことから、為替相場の変動によるリスクは限定

的であります。

同左

3.金融商品に係るリス

ク管理体制

委託会社においては、運用関連部門から独立

した部門であるリスク管理統括本部が各リス

クの管理を行っております。

リスク管理統括本部は、定期的に各部署から

モニタリングの結果の報告を受け、必要に応じ

て関係部署より意見を求め、リスク状況を取り

まとめ、その結果を取締役社長に報告します。

また、必要に応じて取りまとめ結果を取締役会

に報告をします。

同左

Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項

項　目
第4期

（平成23年7月15日現在）
第5期

（平成24年1月15日現在）

1.貸借対照表計上額、時

価及びその差額

　貸借対照表計上額は期末の時価で計上してい

るためその差額はありません。

　同左

2.時価の算定方法 （1）有価証券

　　「注記表（重要な会計方針に係る事項に関

する注記）」に記載しております。

（2）デリバティブ取引

　　「注記表（デリバティブ取引等に関係に関

する注記）」に記載しております。

（3）上記以外の金融商品

　　　上記以外の金融商品（コール・ローン等）

は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と

近似していることから、当該金融商品の帳

簿価額を時価としております。

同左
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3.金融商品の時価等に

関する事項について

の補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額

のほか、市場価格がない場合には合理的に算出

された価額が含まれております。当該価額の算

定においては一定の前提条件等を採用してい

るため、異なる前提条件等によった場合、当該

価額が異なることもあります。

　同左

（有価証券に関する注記）

　売買目的有価証券

（単位：円）

種類
第4期

（平成23年7月15日現在）
第5期

（平成24年1月15日現在）
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額

国債証券 17,084 27,267
合計 17,084 27,267

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

商品関連　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

区分

種　類

第4期（平成23年7月15日現在）

契　約　額　等
時　価 評価損益

うち1年超

市場取引

原油先物取引

買建

4,026,752,4860 4,123,051,72396,299,237

合　計 4,026,752,4860 4,123,051,72396,299,237

（単位：円）

区分

種　類

第5期（平成24年1月15日現在）

契　約　額　等
時　価 評価損益

うち1年超

市場取引

原油先物取引

買建

4,569,833,2240 4,658,899,02889,065,803

合　計 4,569,833,2240 4,658,899,02889,065,803

（注）1.時価の算定方法

商品先物取引の時価については、以下のように評価しております。

原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評

価しております。

このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に

準ずる方法で評価しております。

2.商品先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおります。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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（関連当事者との取引に関する注記）

　該当事項はありません。

（１口当たり情報に関する注記）

第4期
（平成23年7月15日現在）

第5期
（平成24年1月15日現在）

１口当たりの純資産額　5,191円 １口当たりの純資産額　5,107円

(4)【附属明細表】

第１　有価証券明細表

（イ）株式

該当事項はありません。

（ロ）株式以外の有価証券

（単位：米ドル）

種類 銘柄
銘柄数
比率

券面総額 評価額 備考

国債証券 US TREASURY BILL 36,000,000.0035,994,160.00

小計 銘柄数 1 35,994,160.00

(2,764,711,429)

組入時価比率 60.3％ 100.0％

合計 35,994,160.00

(2,764,711,429)

（注１） 通貨種類毎の小計の( )内は、邦貨換算額であります。

（注２） 合計金額欄の( )は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

（注３） 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率でありま

す。

第２　信用取引契約残高明細表

　該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

　　 　「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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２【ファンドの現況】

※原届出書「第二部 ファンド情報　第３ ファンドの経理状況　２ファンドの現況」を、以下のとおり更新・訂正します。

＜更新・訂正後＞

　　【純資産額計算書】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成24年2月29日現在

　　Ⅰ　資産総額 6,854,219,717円

　　Ⅱ　負債総額 6,588,915円

　　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 6,847,630,802円

　　Ⅳ　発行口数 1,194,000口

　　Ⅴ　1口当たりの純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 5,735円
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第三部【委託会社等の情報】

※原届出書「第三部 委託会社等の情報　第１ 委託会社等の概況　１ 委託会社等の概況」および「２ 事業

の内容及び営業の状況」を、以下のとおり更新・訂正します。

＜更新・訂正後＞

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（１）資本金の額等（平成24年2月末日現在）

資本金の額　　　　　　　　370百万円

発行する株式の総数   　    12,000株

発行済株式総数     　       7,400株

過去５年間における主な資本の額の増減　：　該当事項はありません。

２【事業の内容及び営業の概況】

委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり、証券投資信託の設

定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って

います。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。

平成24年2月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託の総ファンド数は56本であり、当該ファ

ンドの純資産総額の合計は93,735百万円です。

ファンドの種類 本数 純資産総額

追加型株式投資信託 31 82,334百万円

単位型株式投資信託 15 7,079百万円

単位型公社債投資信託 10 4,321百万円

合計 56 93,735百万円
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３【委託会社等の経理状況】

※原届出書「第三部 委託会社等の情報　第１ 委託会社等の概況　３ 委託会社等の経理状況」を、以下のと

おり更新・訂正します。

＜更新・訂正後＞

(1)年次財務諸表

1.　　委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令

第59号、以下「財務諸表等規則」という）第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内

閣府令」（平成19年8月6日内閣府令 第52号）により作成しております。

財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てにより表示しております。 

2.　　委託会社は、金融商品取引法第193条の2第１項の規定に基づき、前事業年度（自平成21年4月1日至平

成22年3月31日）及び当事業年度（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）の財務諸表について、あず

さ監査法人により監査を受けております。

(2)中間財務諸表

1.　　委託会社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大

蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という）第38条及び第57条の規定に基づき、同規則及び

「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日　内閣府令第52号）により作成しておりま

す。

中間財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てにより表示しておりま

す。

2.　　委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間会計期間（自平成23年4月1日至

平成23年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による中間監査を受けており

ます。
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(1)【貸借対照表】

（単位：千円）

期　　別 前事業年度 当事業年度

（平成22年３月31日現在） （平成23年３月31日現在）

科　　目 金額 金額

（資産の部）

Ⅰ 流動資産

１ 現金 147 150

２ 預金 820,425 878,110

３ 前払費用 5,215 4,906

４ 未収委託者報酬 65,420 89,596

５ 未収運用受託報酬 86,919 148,138

６ 未収投資助言報酬 19,368 16,627

７ その他 3,472 4,124

流動資産計 1,000,969 1,141,654

Ⅱ 固定資産

１ 有形固定資産 4,480 9,918

(1)建物附属設備 *１ 1,799 *１ 7,728

(2)器具備品 *１ 2,681 *１ 2,189

２ 無形固定資産 1,372 1,679

(1)電話加入権 761 761

(2)ソフトウェア *２ 610 *２ 542

(3)協会基金 － *２ 375

３ 投資その他の資産 72,612 72,808

(1)投資有価証券 － 100

(2)出資金 10,000 10,000

(3)長期差入保証金 62,593 62,708

(4)長期前払費用 19 －

固定資産計 78,465 84,405

資産合計 1,079,434 1,226,060

（負債の部）

Ⅰ 流動負債

１ 預り金 12,104 12,687

２ 未払金 138,670 166,576

３ 関係会社未払金 18,538 18,322

４ 未払費用 10,167 11,956

５ 未払法人税等 23,133 52,990

６ 未払消費税等 8,478 7,990

７ 前受金 3,320 3,592

流動負債計 214,413 274,117

Ⅱ 固定負債

１ 資産除去債務 － 16,520

２ 繰延税金負債 － 2,527

固定負債計 － 19,048

負債合計 214,413 293,165

（純資産の部）

Ⅰ 株主資本
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１ 資本金 370,000 370,000

２ 利益剰余金

(1)利益準備金 19,980 19,980

(2)その他利益剰余金

繰越利益剰余金 475,041 542,915

利益剰余金計 495,021 562,895

株主資本計 865,021 932,895

純資産合計 865,021 932,895

負債・純資産合計 1,079,434 1,226,060

(2)【損益計算書】

（単位：千円）

期　　別 前事業年度 当事業年度

自　平成21年４月１日 自　平成22年４月１日

至　平成22年３月31日 至　平成23年３月31日

科　　目 金額 金額

Ⅰ 営業収益

１ 委託者報酬 761,852 833,648

２ 運用受託報酬 214,752 314,586

３ 投資助言報酬 89,352 71,856

４ その他営業収益 5,5101,071,467 6,5101,226,601

Ⅱ 営業費用

１ 支払手数料 152,909 117,384

２ 調査費

(1)調査費 19,817 19,671

(2)委託調査費 51,137 134,218

３ 委託計算費 32,237 36,559

４ 通信費 3,526 259,628 3,676 311,510

Ⅲ 一般管理費

１ 給料

(1)役員報酬 *２ 172,800 *２ 216,760

(2)給料・手当 243,026 225,649

(3)賞与・退職金等 110,500 131,980

２ 交際費 2,718 3,149

３ 旅費交通費 5,675 11,078

４ 業務事務委託費 12,881 21,295

５ 租税公課 4,360 4,434

６ 不動産賃借料 84,265 88,161

７ 固定資産減価償却費 3,663 3,519

８ 諸経費 *１ 62,893 702,785*１ 68,888 774,918

営業利益 109,053 140,172

Ⅳ 営業外収益

１ 受取利息 164 122
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２ 法人税等還付加算金 6,788 －

３ その他の営業外収益 745 7,698 0 123

Ⅴ 営業外費用

１ 為替差損 1,071 246

２ その他の営業外費用 － 1,071 23 269

経常利益 115,680 140,025

Ⅵ 特別損失

１ 固定資産除却損 283 －

２
資産除去債務会計基準の

適用に伴う影響額 － 283 8,491 8,491

税引前当期純利益 115,397 131,533

法人税、住民税及び事業税 20,511 61,132

法人税等調整額 － 20,511 2,527 63,660

当期純利益 94,885 67,873

(3)【株主資本等変動計算書】

（単位：千円）

期　　別 前事業年度 当事業年度

自　平成21年４月１日 自　平成22年４月１日

科　　目 至　平成22年３月31日 至　平成23年３月31日

株主資本

資本金

前期末残高 370,000 370,000

当期末残高 370,000 370,000

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 19,980 19,980

当期末残高 19,980 19,980

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 380,155 475,041

当期変動額

当期純利益 94,885 67,873

当期変動額合計 94,885 67,873

当期末残高 475,041 542,915

株主資本合計

前期末残高 770,135 865,021

当期変動額

当期純利益 94,885 67,873

当期変動額合計 94,885 67,873

当期末残高 865,021 932,895

純資産合計

前期末残高 770,135 865,021

当期変動額

当期純利益 94,885 67,873
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当期変動額合計 94,885 67,873

当期末残高 865,021 932,895

次へ
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重要な会計方針

期　別

項　目

前 事 業 年 度
平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで

当 事 業 年 度
平成22年４月１日から
平成23年３月31日まで

１．有価証券の評価基準

及び評価方法

－

(1)その他有価証券　

時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は、全部

純資産直入法により処理し、売

却原価は、移動平均法により算

定）

時価のないもの

移動平均法よる原価法　

２．固定資産の減価償却

の方法

(1)有形固定資産（リース資産を除

く）

① 平成19年3月31日以前に取得した

もの

旧定率法又は旧定額法によっ

ております。

② 平成19年4月1日以降に取得した

もの

定率法又は定額法によってお

ります。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物附属設備　8年～15年

器具備品　　　3年～15年

また、平成19年3月31日以前に取得

した有形固定資産については、取得

価額の５％に到達した事業年度の翌

事業年度より、取得価額の５％相当

額と備忘価額との差額を５年間にわ

たり均等償却し、固定資産減価償却

費に含めて計上しております。

(1)有形固定資産（リース資産を除

く）

主として定率法によっておりま

す。

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

建物付属設備　8年～15年

器具備品　　　3年～15年

(2)無形固定資産（リース資産を除

く）

定額法により償却しております。

なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における見込利用可

能期間（3年又は5年）に基づく定

額法を採用しております。

(2)無形固定資産（リース資産を除

く）

同　　左
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(3)リース資産

所有権移転外ファイナンス・

リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存

価額をゼロとして算定する方法に

よっております。

なお、所有権移転外ファイナンス

・リース取引のうち、リース取引開

始日が平成20年3月31日以前のリー

ス取引および個々のリース資産で

重要性が乏しいと認められるもの

については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によって

おります。

(3)リース資産

同　　左

(4)長期前払費用

均等償却しております。 ―

３．引当金の計上基準 貸倒引当金

一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しており

ます。但し、当事業年度の計上額はあ

りません。

貸倒引当金

同　　左

４．その他財務諸表作成

のための基本となる

重要な事項

消費税等の処理方法

消費税等の会計処理は税抜方式に

よっております。

消費税等の処理方法

同　　左

会計方針の変更

前 事 業 年 度
平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで

当 事 業 年 度
平成22年４月１日から
平成23年３月31日まで

－

（資産除去債務に関する会計基準等）

　当事業年度より、「資産除去債務に関する会計

基準」（企業会計基準第18号　平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20

年３月31日）を適用しております。

これにより、当事業年度の営業利益及び経常利

益はそれぞれ1,818千円減少し、税引前当期純利

益は10,309千円減少しております。

注記事項
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（貸借対照表関係）

前 事 業 年 度
（平成22年３月31日現在）

当 事 業 年 度
（平成23年３月31日現在）

＊１　有形固定資産の減価償却累計額は以下のと

おりであります。

＊１　有形固定資産の減価償却累計額は以下のと

おりであります。

建物附属設備 811千円 建物附属設備 10,667千円

器具備品 23,086千円 器具備品 24,209千円

＊２　無形固定資産償却累計額は以下のとおりで

あります。

＊２　無形固定資産償却累計額は以下のとおりで

あります。

ソフトウェア 1,887千円 ソフトウェア

協会基金

2,109千円

75千円

（損益計算書関係）

前 事 業 年 度
自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日

当 事 業 年 度
自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日

＊１　関係会社との取引に係るものは、以下のとお

りであります。

＊１　関係会社との取引に係るものは、以下のとお

りであります。

諸経費 4,663千円 諸経費 3,967千円

＊２　役員報酬の限度額は以下のとおりでありま

す。

＊２　役員報酬の限度額は以下のとおりでありま

す。

取締役 年額　600,000千円 取締役 年額　600,000千円

監査役 年額　　5,000千円 監査役 年額　　5,000千円

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項 （単位：株）

前事業年度末

株式数
増加株式数 減少株式数

当事業年度末

株式数

普通株式 7,400 － － 7,400

合計 7,400 － － 7,400

当事業年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項 （単位：株）

前事業年度末

株式数
増加株式数 減少株式数

当事業年度末

株式数

普通株式 7,400 － － 7,400

合計 7,400 － － 7,400

（リース取引関係）
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前 事 業 年 度
自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日

当 事 業 年 度
自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日

1　通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理

を行っている所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額

相当額及び期末残高相当額
（単位：千円）

1　通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理

を行っている所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額

相当額及び期末残高相当額
（単位：千円）

器具備品 合計 器具備品 合計

取得価額相当額 7,2717,271取得価額相当額 7,0627,062

減価償却累計額相当額 5,6715,671減価償却累計額相当額 6,9196,919

期末残高相当額　 1,6001,600期末残高相当額　 142 142

②　未経過リース料期末残高相当額 ②　未経過リース料期末残高相当額

一年以内 1,524千円 一年以内 154千円

一年超 154千円 一年超 －千円

合計 1,679千円 合計 154千円

③　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息

相当額

③　支払リース料、減価償却費相当額及び支　　　払

利息相当額

支払リース料 1,549千円 支払リース料 1,549千円

減価償却費相当額 1,454千円 減価償却費相当額 1,412千円

支払利息相当額 62千円 支払利息相当額 35千円

④　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零

とする定額法により算出しています。

④　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

同　　左

利息相当額の算定方法

・リース料総額とリース物件の取得価額相当

額との差額を利息相当額とし、各期への配

分方法については、利息法によっておりま

す。

利息相当額の算定方法

同　　左

2　オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不

能のものに係わる未経過リース料

2　オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不

能のものに係わる未経過リース料

一年以内 61,611千円 一年以内 61,611千円

一年超 210,802千円 一年超 149,190千円

合計 272,414千円 合計 210,802千円

（金融商品に関する注記）

前事業年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）
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　（追加情報）

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　平成20年3月10日）及び「金融

商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　平成20年3月10日）を適用し

ております。

1. 金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に関する取組方針

当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用に

ついては、短期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第

一とし、顧客利益に反しない運用を行っています。

（2）金融商品の内容およびそのリスク

営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、当社が運用を委託さ

れている信託財産から回収を行っており、回収に係る信用リスクは僅少と判断しております。

出資金はファンド組成のために拠出した資金であり、減損リスクに晒されております。

長期差入保証金については、オフィスおよび社宅の敷金であります。

営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬と、営業債務である未払

金及び関係会社未払金は、すべて１年以内の支払期日であります。なお、営業債務の支払のタイミン

グは、営業債権とほぼ連動しており、営業債権及び営業債務の流動性リスクは僅少と判断しており

ます。

（3）金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク

営業債権は、当社が運用を委託されている信託財産から回収を行っており、回収に係る信用リス

クは僅少であります。当社は、営業債権の算出の基となる各ファンドの純資産について信託銀行

と定期的に残高照合し、ファンドごとに期日及び残高を管理しております。

② 減損リスク

当社は、出資金について、定期的に出資先の財務状態等をモニタリングしております。

③ 流動性リスク

上記のとおり、営業債務の支払のタイミングは、営業債権とほぼ連動しており、営業債権及び営

業債務の流動性リスクは僅少であります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成22年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであ

ります。

(単位：千円)

貸借対照表

計上額
時価 差額

(1) 現金・預金 820,572 820,572 －

(2) 未収委託者報酬 65,420 65,420 －

(3) 未収運用受託報酬 86,919 86,919 －

(4) 未収投資助言報酬 19,368 19,368 －

(5) 長期差入保証金 62,593 62,593 －

資産計 1,054,872 1,054,872 －

(1) 未払金 138,670 138,670 －

(2) 関係会社未払金 18,538 18,538 －
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(3) 未払法人税等 23,133 23,133 －

負債計 180,341 180,341 －

注1)　金融商品の時価の算定方法に関する事項

（資産）

（1）現金・預金、（2）未収委託者報酬、（3）未収運用受託報酬、（4）未収投資助言報酬

これらはすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており

ます。

（5）長期差入保証金

長期差入保証金の時価については、賃貸借契約の内容及び敷金の性質から帳簿価額にほぼ等しいため、

当該帳簿価額によっております。

（負債）

（1）未払金、（2）関係会社未払金、（3）未払法人税等

これらはすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており

ます。

注2)　時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：千円）

区分 貸借対照表計上額

出資金 10,000

上記については、市場価格がなくかつ将来キャッシュフローが約定されておらず、時価を把握すること

が極めて困難と認められることから、時価開示の対象としておりません。

注3)　満期のある金融債権等の決算日後の償還予定額

（単位：千円）

１年以内 １年超

５年以内

５年超

10年以内
10年超

(1) 現金・預金

(2) 未収委託者報酬

(3) 未収運用受託報酬

(4) 未収投資助言報酬

(5) 長期差入保証金

820,572

65,420

86,919

19,368

－

－

－

－

－

62,593

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

合計 992,279 62,593 － －

注4)　社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額

該当事項はありません。

当事業年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

1.　金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に関する取組方針

当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用に

ついては、短期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第

一とし、顧客利益に反しない運用を行っています。
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(2) 金融商品の内容およびそのリスク

営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、当社が運用を委託さ

れている信託財産から回収を行っており、回収に係る信用リスクは僅少と判断しております。

出資金はファンド組成のために拠出した資金であり、減損リスクに晒されております。

長期差入保証金については、オフィスおよび社宅の敷金であります。

営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬と、営業債務である未払

金及び関係会社未払金は、すべて１年以内の支払期日であります。なお、営業債務の支払のタイミン

グは、営業債権とほぼ連動しており、営業債権及び営業債務の流動性リスクは僅少と判断しており

ます。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク

営業債権は、当社が運用を委託されている信託財産から回収を行っており、回収に係る信用リ

スクは僅少であります。当社は、営業債権の算出の基となる各ファンドの純資産について信託

銀行と定期的に残高照合し、ファンドごとに期日及び残高を管理しております。

② 減損リスク

当社は、出資金について、定期的に出資先の財務状態等をモニタリングしております。

③ 流動性リスク

上記のとおり、営業債務の支払のタイミングは、営業債権とほぼ連動しており、営業債権及び営

業債務の流動性リスクは僅少であります。

④ 市場リスク

当社は外貨建ての預金及び営業債権について残高が僅少であり、市場リスクを管理する重要性

は低いと判断しております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成23年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであ

ります。

（単位：千円）

貸借対照表

計上額
時価 差額

(1) 現金・預金 878,260 878,260 －

(2) 未収委託者報酬 89,596 89,596 －

(3) 未収運用受託報酬 148,138 148,138 －

(4) 未収投資助言報酬 16,627 16,627 －

(5) 長期差入保証金 62,708 62,708 －

資産計 1,195,329 1,195,329 －

(1) 未払金 166,576 166,576 －

(2) 関係会社未払金 18,322 18,322 －

(3) 未払法人税等 52,990 52,990 －

負債計 237,888 237,888 －

注1)　金融商品の時価の算定方法に関する事項

（資産）

（1）現金・預金、（2）未収委託者報酬、（3）未収運用受託報酬、（4）未収投資助言報酬

これらはすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており

ます。
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（5）長期差入保証金

長期差入保証金の時価については、賃貸借契約の内容及び敷金の性質から帳簿価額にほぼ等しいため、

当該帳簿価額によっております。

　

（負債）

（1）未払金、（2）関係会社未払金、（3）未払法人税等

これらはすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており

ます。

注2)　時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：千円）

区分 貸借対照表計上額

出資金 10,000

上記については、市場価格がなくかつ将来キャッシュフローが約定されておらず、時価を把握すること

が極めて困難と認められることから、時価開示の対象としておりません。

注3)　満期のある金融債権等の決算日後の償還予定額

（単位：千円）

１年以内 １年超

５年以内

５年超

10年以内
10年超

(1) 現金・預金 878,260 － － －

(2) 未収委託者報酬 89,596 － － －

(3) 未収運用受託報酬 148,138 － － －

(4) 未収投資助言報酬 16,627 － － －

(5) 長期差入保証金 － 62,708 － －

合計 1,132,621 62,708 － －

注4)　社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額

該当事項はありません。

（有価証券関係）

前事業年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

該当事項はありません。　　　　　　　　　　　　　　

当事業年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

その他有価証券で時価のあるもの （単位：千円）

区分 取得価額 貸借対照表

計上額

差額

証券投資信託

受 益  証 券
100 100 －

計 100 100 －

（デリバティブ取引関係）
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　該当事項はありません。

（退職給付関係）

　該当事項はありません。

（持分法損益等）

　該当事項はありません。

（税効果会計関係）

前事業年度

（平成22年3月31日）

当事業年度

（平成23年3月31日）

1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主

な原因別の内訳繰延税金資産

未払費用否認 4,190千円 繰延税金資産

未払事業税 2,428千円 未払費用否認 4,203千円

繰延税金資産小計 6,618千円 未払事業税 4,392千円

評価性引当額 △6,618千円 資産除去債務 6,724千円

繰延税金資産合計 －千円 繰延税金資産小計 15,319千円

評価性引当額 △15,319千円

繰延税金資産合計 －千円

繰延税金負債

固定資産（除去費用) △2,527千円

繰延税金負債合計 △2,527千円

2.　法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負

担率との間に重要な差異があるときの当該

差異の原因となった主要な項目別の内訳　

2.　法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負

担率との間に重要な差異があるときの当該

差異の原因となった主要な項目別の内訳　

法定実効税率 40.7％ 法定実効税率 40.7％

（調整） （調整）

交際費　永久に損金に算

入されない項目
0.9％

交際費　永久に損金に算

入されない項目
0.9％

住民税均等割 0.2％ 住民税均等割 0.2％

評価引当額 △23.9％ 評価引当額 6.6％

その他 △0.2％ その他 0.0％

税効果会計適用後の法人

税等の負担率
17.7％

税効果会計適用後の法人

税等の負担率
48.4％

（資産除去債務関係）

当事業年度末（平成23年3月31日）
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資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

(1) 当該資産除去債務の概要

オフィスの不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から12年と見積り、割引率は1.145％を使用して資産除去債務の金額を計算して

おります。

(3) 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高（注） 16,333千円

時の経過による調整額   　186千円

期末残高 　16,520千円

（注）当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号　平成20年3月31日）及

び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年3月31日）を

適用したことによる期首時点における残高であります。

（セグメント情報等）

前事業年度（自　平成21年4月1日　至　平成22年3月31日）

当社の報告セグメントは、「投資運用・顧問業」という単一セグメントであるため、記載を省略しており

ます。

当事業年度（自　平成22年4月1日　至　平成23年3月31日）

セグメント情報

当社の報告セグメントは、「投資運用・顧問業」という単一セグメントであるため、記載を省略しており

ます。　

関連情報

１　製品及びサービスごとの情報

（単位：千円）

投資信託 投資一任 投資助言 その他 合計

外部顧客への売上高 833,648314,586 71,856 6,5101,226,601

２　地域ごとの情報

(1)　売上高

（単位：千円）

日本 英国バージン諸島 その他 合計

917,315 274,447 34,838 1,226,601

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2)　有形固定資産
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本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域

ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

３　主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称 売上高 関連するセグメント名

シンプレクス・グローバル・

インベストメンツ・リミテッド
274,447投資運用・顧問業

報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

当社の報告セグメントは、「投資運用・顧問業」という単一セグメントであるため、記載を省略しており

ます。

報告セグメントごとののれんの償却及び未償却残高に関する情報

該当事項はありません。

報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

（追加情報）

当事業年度より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21年3月27

日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　平成

20年3月21日）を適用しております。

（関連当事者との取引）

前事業年度（自平成21年４月１日　至平成22年３月31日）

1.　関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社等

種　類
会社等の
名　　称

所在地
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有(被所
有)割合(％)

関連当事者との
関　　　　　係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

親会社

㈱シンプレクス

・ファイナン

シャル・ホール

ディングス

東京都

千代田区
370,000

子会社

支配・管理

（被所有）

直接・100％

持株会社形式の

子会社支配、被支

配

役員の兼任

事務所施設

の賃貸等
4,663

関係会社

未 払 金
18,538

親会社

の役員

が支配

する会

社

㈱シンプレクス

・ホールディン

グ

東京都

千代田区
90,000

資産運用・

管理

（被所有）

間接・

31.08％

オフィス共有

事務協力関係
事務受託収入 5,500- -

（注）1. 取引条件及び取引条件の決定方針等

取引金額は、一般の取引条件と同様に決定しております。

2. 取引金額には、消費税等は含まれておらず期末残高には消費税等が含まれております。

3. 株式会社シンプレクス・ファイナンシャル・ホールディングスは非上場であります。

(2) 財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主等
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該当事項はありません。

(3) 財務諸表提出会社の子会社等

該当事項はありません。

(4) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社

種　類
会社等の
名　　称

所在地
資本金又
は出資金

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有(被所
有)割合(％)

関連当事者との
関　　　　　係

取引の内容
取引金額
（千円）

科　 目
期末残高
（千円）

同一の

親会社

を持つ

会社

シンプレクス・

グローバル・イ

ンベストメンツ

・リミテッド

英国領

バージン

諸島

50万米

ドル
投資運用業 －

投資一任契約及

び

投資助言契約

役員の兼任

運用受託報酬

投資助言報酬

(注1)

136,086

86,852

未収運用

受託報酬

未収投資

助言報酬

75,536

19,368

同一の

親会社

を持つ

会社

シンプレクス・

アセット・マネ

ジメント・（香

港）・カンパ

ニー・リミテッ

ド

香港
50万香港

ドル

投資信託

事務委託業
－

事務協力関係

役員の兼任

委託調査費

貸付金の返済

2,652

12,749
未 払 金 665

（注）1. 取引条件および取引条件の決定方針等

取引金額は、一般の取引条件と同様に決定しております。

シンプレクス・グローバル・インベストメンツ・リミテッドとの投資顧問契約に基づき、予

め定められた料率で計算された金額の受取り及び支払いを行っております。

2. 取引金額には、消費税等は含まれておらず期末残高には消費税等が含まれております。

2.　親会社に関する注記

　　株式会社シンプレクス・ファイナンシャル・ホールディングス　　　　非上場

当事業年度（自平成22年４月１日　至平成23年３月31日）

1.　関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社等

種　類
会社等の
名　　称

所在地
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有(被所
有)割合(％)

関連当事者との
関　　　　　係

取引の内容
取引金額
（千円）

科　目
期末残高
（千円）

親会社

㈱シンプレクス

・ファイナン

シャル・ホール

ディングス

東京都

千代田区
370,000

子会社

支配・管理

（被所有）

直接・100％

持株会社形式の

子会社支配、被

支配

役員の兼任

事務所施設

の賃貸等
3,967

関係会社

未 払 金
18,322

親会社

の役員

が支配

する会

社

㈱SIMPLEX
東京都

千代田区
90,000

資産運用・

管理

（被所有）

間接・

31.08％

オフィス共有

事務協力関係
事務受託収入 6,500- -

（注）1. 取引条件及び取引条件の決定方針等

取引金額は、一般の取引条件と同様に決定しております。

2. 取引金額には、消費税等は含まれておらず期末残高には消費税等が含まれております。

3. 株式会社シンプレクス・ファイナンシャル・ホールディングスは非上場であります。

4. ㈱シンプレクス・ホールディングは、平成22年6月28日付で社名を㈱SIMPLEXに変更しました。

(2) 財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主等

該当事項はありません。

(3) 財務諸表提出会社の子会社等

該当事項はありません。
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(4) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社

種　類
会社等の

名　　称
所在地

資本金又
は出資金

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有(被所
有)割合(％)

関連当事者との
関　　　　　係

取引の内容
取引金額
（千円）

科　目
期末残高
（千円）

同一の

親会社

を持つ

会社

シンプレクス・

グローバル・イ

ンベストメンツ

・リミテッド

英国領

バージン

諸島

50万米

ドル
投資運用業 －

投資一任契約及

び

投資助言契約

役員の兼任

運用受託報酬

投資助言報酬

(注1)

202,591

71,856

未収運用

受託報酬

未収投資

助言報酬

120,146

16,627

同一の

親会社

を持つ

会社

シンプレクス・

アセット・マネ

ジメント・（香

港）・カンパ

ニー・リミテッ

ド

香港
50万香港

ドル

投資信託

事務委託業
－

事務協力関係

役員の兼任

委託調査費 1,741未払金 457

（注）1. 取引条件および取引条件の決定方針等

取引金額は、一般の取引条件と同様に決定しております。

シンプレクス・グローバル・インベストメンツ・リミテッドとの投資顧問契約に基づき、予

め定められた料率で計算された金額の受取り及び支払いを行っております。

2. 取引金額には、消費税等は含まれておらず期末残高には消費税等が含まれております。

2.　親会社に関する注記

　　株式会社シンプレクス・ファイナンシャル・ホールディングス　　　　非上場

（１株当たり情報）

前 事 業 年 度
自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日

当 事 業 年 度
自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日

１株当たり純資産額 116,894円76銭１株当たり純資産額 126,066円89銭

１株当たり当期純利益 12,822円34銭１株当たり当期純利益 9,172円13銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に

ついては、潜在株式が存在しないため、記述して

おりません。
同　　左

（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基

礎は以下のとおりであります。

（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基

礎は以下のとおりであります。

当期純利益 94,885千円当期純利益 67,873千円

普通株式に帰属しない金額 － 普通株式に帰属しない金額 －

普通株式に係る当期純利益 94,885千円普通株式に係る当期純利益 67,873千円

期中平均株式数 7.4千株 期中平均株式数 7.4千株

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

次へ
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(1)【中間貸借対照表】

（単位：千円）

期　別 第13期中間会計期間末

（平成23年9月30日現在)

科　目 金　　額

（資産の部）

Ⅰ流動資産

1 現金・預金 805,686

2 前払費用 7,016

3 未収委託者報酬 87,683

4 未収運用受託報酬 145,835

5 未収投資助言報酬 9,728

6 その他 4,816

流動資産計 1,060,767

Ⅱ固定資産

1 有形固定資産 10,282

(1)建物附属設備 *1 6,964

(2)器具備品 *1 3,318

2 無形固定資産 1,534

(1)電話加入権 761

(2)ソフトウェア *2 442

(3)協会基金 *2 330

3 投資その他の資産 72,432

(1)投資有価証券 100

(2)出資金 10,000

(3)長期差入保証金 62,332

固定資産計 84,249

資産合計 1,145,017

（単位：千円）

期　別 第13期中間会計期間末

（平成23年9月30日現在)

科　目 金　　額

（負債の部）

Ⅰ流動負債

1 預り金 14,419

2 未払金 28,229

3 関係会社未払金 18,213

4 未払費用 17,799

5 未払法人税等 37,836

6 未払消費税等 10,087
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7 前受金 7,451

流動負債計 134,037

Ⅱ固定負債

1 資産除去債務 16,614

2 繰延税金負債 2,264

固定負債計 18,879

負債合計 152,917

（純資産の部）

Ⅰ株主資本

1 資本金 370,000

2 利益剰余金

(1)利益準備金 19,980

(2)その他利益剰余金

繰越利益剰余金 602,119

利益剰余金計 622,099

株主資本計 992,099

純資産合計 992,099

負債・純資産合計 1,145,017

(2)【中間損益計算書】

（単位：千円）

期　別 第13期中間会計期間

（自 平成23年4月 1日

至 平成23年9月30日）

科　目 金　　額

Ⅰ営業収益

委託者報酬 480,991

運用受託報酬 108,097

投資助言報酬 19,676

その他営業収益 10

営業収益計 608,775

Ⅱ営業費用 153,706

Ⅲ一般管理費 *1 353,292

営業利益 101,775

Ⅳ営業外収益

受取利息 49

営業外収益計 49

Ⅴ営業外費用

為替差損 7,025
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営業外費用計 7,025

経常利益 94,799

税引前中間純利益 94,799

法人税、住民税及び事業税 35,858

法人税等調整額 △ 262

中間純利益 59,204

(3)【中間株主資本等変動計算書】

（単位：千円）

期　別 第13期中間会計期間

（自 平成23年4月 1日

科　目 至 平成23年9月30日）

株主資本

資本金

当期首残高 370,000

当中間期末残高 370,000

利益剰余金

利益準備金

当期首残高 19,980

当中間期末残高 19,980

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高 542,915

当中間期変動額

中間純利益 59,204

当中間期変動額合計 59,204

当中間期末残高 602,119

利益剰余金合計

当期首残高 562,895

当中間期変動額

中間純利益 59,204

当中間期変動額合計 59,204

当中間期末残高 622,099

株主資本合計

当期首残高 932,895

当中間期変動額

中間純利益 59,204

当中間期変動額合計 59,204

当中間期末残高 992,099

純資産合計

当期首残高 932,895
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当中間期変動額

中間純利益 59,204

当中間期変動額合計 59,204

当中間期末残高 992,099

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

期　別

項　目　

第13期中間会計期間

（自 平成23年4月 1日

至 平成23年9月30日）

1.有価証券の評価基準及び評価

方法

(1)その他有価証券

　時価のあるもの

　　決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、

全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平

均法により算定）

　時価のないもの

　　移動平均法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法(1)有形固定資産（リース資産を除く）

　主として定率法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物附属設備　8年～15年

器具備品　　　3年～15年

(2)無形固定資産（リース資産を除く）

定額法により償却しております。

なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内に

おける利用可能期間（3年又は5年）に基づく定額法を

採用しております。

(3)リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース

資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定

する方法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、

リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取

引、及び個々のリース資産で重要性が乏しいと認められ

るものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。

3. その他中間財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更
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期　別

項　目　

第13期中間会計期間

（自 平成23年4月 1日

至 平成23年9月30日）

会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準等の適用

当中間会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び

過去の誤謬の訂正により、「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月

4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年

12月4日）を適用しております。この変更による損益に与

える影響はありません。

注記事項

（中間貸借対照表関係）

第13期中間会計期間末

平成23年9月30日現在

※　1　有形固定資産の減価償却累計額

建物附属設備　　　　　11,431千円

器具備品　　　　　　　25,012千円

※　2　無形固定資産の減価償却累計額

ソフトウエア　　　　　 2,209千円

協会基金　　　　　　　　 120千円

（中間損益計算書関係）　

第13期中間会計期間

（自 平成23年4月 1日

至 平成23年9月30日）

※　1　減価償却実施額　

有形固定資産　　　　　　922千円

無形固定資産　　　　　　144千円

（中間株主資本等変動計算書関係）　

第13期中間会計期間（自　平成23年4月1日　至　平成23年9月30日）

発行済株式の種類及び総数に関する事項

（単位：株）

当事業年度期首

株式数

当中間会計期間

増加株式数

当中間会計期間

減少株式数

当中間会計期間末

株式数

普通株式 7,400 － － 7,400

合計 7,400 － － 7,400
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（リ－ス取引関係）

第13期中間会計期間

（自 平成23年4月 1日

至 平成23年9月30日）

1.オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係わる未経過リース料

一年以内 63,643千円

一年超 116,353千円　　　　

合計 179,996千円

（金融商品関係）　

第13期中間会計期間（自　平成23年4月1日　至　平成23年9月30日）

　平成23年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであり

ます。

（単位：千円）

中間貸借対照表

計上額
時価 差額

(1)現金・預金

(2)未収委託者報酬

(3)未収運用受託報酬

(4)未収投資助言報酬

(5)長期差入保証金

805,686

87,683

145,835

9,728

62,332

805,686

87,683

145,835

9,728

62,332

―

―

―

―

―

資産計 1,111,264 1,111,264 ―

(1)未払金

(2)関係会社未払金

(3)未払法人税等

28,229

18,213

37,836

28,229

18,213

37,836

―

―

―

負債計 84,278 84,278 ―

注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項

（資産）

(1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(4)未収投資助言報酬

これらはすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっております。

(5)長期差入保証金

長期差入保証金の時価については、賃貸借契約の内容及び敷金の性質から帳簿価額にほぼ等しいため、

当該帳簿価額によっております。

（負債）

(1)未払金、(2)関係会社未払金、(3)未払法人税等

これらはすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっております。

注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
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（単位：千円）

区分 中間貸借対照表計上額

出資金 10,000

上記については、市場価格がなくかつ将来キャッシュフローが約定されておらず、時価を把握することが極

めて困難と認められることから、時価開示の対象としておりません。

（有価証券関係）

第13期中間会計期間末（平成23年9月30日現在）

その他有価証券で時価のあるもの

（単位：千円）

区分 取得価額
貸借対照表

計上額
差額

証　券　投　資　信　託

受　　 益　　 証　　券
100 100 －

計 100 100 －

（デリバティブ取引関係）

該当事項はありません。

（資産除去債務関係）

第13期中間会計期間末（平成23年9月30日現在）

当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高　　　　　　　　　　　　　　　　　16,520千円

時の経過による調整額　　　　　　　　　　　　　94千円

当中間会計期間の期末残高　　　　　　　　　16,614千円

（セグメント情報等）

第13期中間会計期間（自　平成23年4月1日　至　平成23年9月30日）

セグメント情報

当社の報告セグメントは、「投資運用・顧問業」という単一セグメントであるため、記載を省略してお

ります。　

関連情報

１　製品及びサービスごとの情報

（単位：千円）

投資信託 投資一任 投資助言 その他 合計

外部顧客への売上高 480,991108,09719,676 10 608,775
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２　地域ごとの情報

(1)　売上高

（単位：千円）

日本 英国バージン諸島 その他 合計

544,223 51,958 12,592 608,775

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2)　有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超える

ため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

３　主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称 売上高 関連するセグメント名

シンフ゜レクス・ク゛ローハ゛ル・イ

ンヘ゛ストメンツ・リミテット゛
51,958

投資運用・顧問業

報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

当社の報告セグメントは、「投資運用・顧問業」という単一セグメントであるため、記載を省略しており

ます。

報告セグメントごとののれんの償却及び未償却残高に関する情報

該当事項はありません。

報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

（一株当たり情報）

第13期中間会計期間

（自 平成23年4月 1日

至 平成23年9月30日）
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１株当たり純資産額　　　　　　　　134,067円52銭

１株当たり中間純利益金額　　　　　　8,000円63銭

（注）1. 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないた

め、記述しておりません。

2. 1株当たり中間純利益金額の算定の基礎は以下のとおりであります。

中間純利益　　　　　　　　　 59,204千円

普通株主に帰属しない金額　　 　　　　－

普通株式に係る中間純利益　　 59,204千円

期中平均株式数　　　　　　　　　7,400株

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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第２【その他の関係法人の概況】

※原届出書「第三部 委託会社等の情報　第２ その他の関係法人の概況　１ 名称、資本金の額及び事業の内

容」を、以下のとおり更新・訂正します。

＜更新・訂正後＞

第２【その他の関係法人の概況】

　１【名称、資本金の額及び事業の内容】

（１）受託会社

名称　　　　　：　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

資本金の額　　：　324,279百万円（平成24年3月末現在）

事業の内容　　：　銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律

（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

再信託受託会社

名称　　　　　：　日本マスタートラスト信託銀行株式会社

資本金の額　　：　10,000百万円（平成24年3月末現在）

事業の内容　　：　銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律

（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

関係業務の概要　　受託会社より委託を受け、当ファンドの信託事務の一部（信託財産の管理等）を行

います。

（２）販売会社

名称　　　　　：　シティグループ証券株式会社

資本金の額　　：　192,900百万円（平成23年3月末現在）

事業の内容　　：　金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

名称　　　　　：　ＳＭＢＣ日興証券株式会社

資本金の額　　：　10,000百万円（平成23年9月末現在）

事業の内容　　：　金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

※平成24年４月１日現在
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独立監査人の監査報告書

平成24年２月８日

シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社

取締役会　御中

あらた監査法人

指定社員

業務執行社員
公認会計士　　和田　渉

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンド
の経理状況」に掲げられているＷＴＩ原油価格連動型上場投信の平成23年７月16日から平成24年１月
15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に
基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用し
た会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
表の表示を検討することが含まれる。 
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、　ＷＴＩ原油価格連動型上場投信の平成24年１月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との
間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

管しております。

（※）財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

平成23年6月30日

シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

指 定 有 限 責 任 社 員

業  務  執  行   社  員
公認会計士　山 崎 慎 司 ㊞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

の経理状況」に掲げられているシンプレクス・アセット・マネジメント株式会社の平成22年4月1日

から平成23年3月31日までの第12期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主

資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責

任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ること

を求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに

経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んで

いる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠して、シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社の平成23年3月31日現在の財政状態及び

同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと

認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。

以　上

(注)上記は、当社が独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

原本は当社が別途保管しております。
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独立監査人の中間監査報告書

平成23年12月16日

シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士　　山　崎　慎　司　　㊞
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当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

の経理状況」に掲げられているシンプレクス・アセット・マネジメント株式会社の平成23年4月1日か

ら平成24年3月31日までの第13期事業年度の中間会計期間（平成23年4月1日から平成23年9月30日ま

で）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重

要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して

中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表

示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備

及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対

する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査

の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中

間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうか

の合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施するこ

とを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と

比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断によ

り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中

心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制

の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状

況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す

る内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営

者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい

る。

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

作成基準に準拠して、シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社の平成23年9月30日現在の財政

状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成23年4月1日から平成23年9月30日まで）の経営成

績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。

以　上

（注）上記は、当社が独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

原本は当社が別途保管しております。
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独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

平成23年８月10日

シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社

取　締　役　会　御　中

あらた監査法人

指 定  社 員
業務執行社員

公認会計士　和田　渉

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら

れているＷＴＩ原油価格連動型上場投信の平成23年１月16日から平成23年７月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸

借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、

当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表

の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断してい

る。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、　ＷＴＩ原油価

格連動型上場投信の平成23年７月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重

要な点において適正に表示しているものと認める。

シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法

の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上　　

（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

（※）財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。

次へ
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独立監査人の監査報告書

平成22年6月30日

シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社

取締役会　御中

あ ず さ 監 査 法 人

指 定 社 員
公認会計士　　山　崎　慎　司　　㊞

業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経

理状況」に掲げられているシンプレクス・アセット・マネジメント株式会社の平成21年4月1日から平成22

年3月31日までの第11期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書

について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務

諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社の平成22年3月31日現在の財政状態及び同日をもって

終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）上記は、当社が独立監査法人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、

その原本は当社が別途保管しております。
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